
第１号様式（第７条関係） 

 

世田谷区多世代近居・同居応援金交付申請書 

 

 年  月  日 

世田谷区長 あて 

                         （申請者） 

住所  

    

氏名  

電話番号  

 

私は、世田谷区多世代近居・同居応援金の交付を受けたいので、世田谷区多世代近居・同居応援事

業要綱第７条の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１． 対象費用の内容 

内容（該当するものにレ点） 
□ 礼金・権利金・仲介手数料（賃貸） 
□ 仲介手数料（賃貸以外） □ 不動産登記費用 □引越し費用 

 

２． 発生した費用の内訳 

礼金・権利金・仲介手数料（賃貸）  円 

仲介手数料（賃貸以外）  円 

不動産登記費用  円 

引越し費用  円 

合計  円 

 

３． 申請する金額（百円未満切り捨て） 

 円 

 

４．転居した日（住所を定めた日） 

 年  月  日 

 

５．世帯構成 

子育て世帯 

現住所  

転入・転居前の住所  

氏名 続柄 生年月日（和暦） 満年齢 

 世帯主   

    

    

    

    

 

 （裏面に続く） 



親世帯 

現住所  

転入・転居前の住所  

氏名 続柄 生年月日（和暦） 満年齢 

 世帯主   

    

    

    

    

 

６．近居・同居の種別 

□近居（３キロメートル以内） □ 近居（区立中学校学区域が同一又は隣接）□ 同居 

 

７．振込口座 ※振込口座の名義人は、申請者本人のものとし、普通預金口座に限ります。 

金融機関名                 （金融機関コード：        ） 

支店名                   （支店コード：        ） 

口座番号 
フリガナ 

口座名義 

 

        

 

８．助成金交付申請に係る誓約及び同意 

私は、世田谷区多世代近居・同居応援金の交付を申請するにあたり、以下の要件を
満たしていることを誓約するとともに、交付決定のために必要な情報について区が公
簿等を確認することに同意します。（各項目に✓を入れてください。） 
また、申請内容や誓約事項等に偽りや不正行為等があり、応援金の返還が命じられた

場合は、速やかに返還に応じることに同意します。 
☐現在、申請者世帯全員（18歳未満の者を除く）が、住民税を滞納していません。 

☐申請者世帯の全員が、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）に基づく扶助を受けていま

せん。 

☐申請者世帯の全員が、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 1

項に規定する支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律の一部を改正する法律（平成 19年法律第 127号）附則第 4条第 1 項に規定

する支援給付を含む。）を受けていません。 

☐申請者世帯に、暴力団員又は暴力団関係者の者はいません。 

☐過去に、この応援金及び世田谷区多世代近居・同居推進助成金の交付を受けた世帯では

ありません。 

☐転居した日から起算して５年以上継続して、区内に居住する意思があります。 

☐転居した日から起算して、５年が経過した日以後の最初の３月 31 日までの間、世田谷区が

居住状況等の確認のため、私の住民基本台帳について調査すること、及び近居又は同居に

関するアンケートを実施した場合に回答に協力することに同意します。 

 

 年  月  日 

 

住所  

 

氏名  
 

 


